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佐倉市条例第   号 

   佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 佐倉市都市公園条例（昭和４７年佐倉市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第５岩名運動公園の項陸上競技場の目供用時間の欄を次のように改める。 

午前８時３０分から午後９時まで

（午後４時３０分から午後９時ま

でを夜間時間とする。） 

午前８時３０分から午後９時まで

（午後６時３０分から午後９時ま

でを夜間時間とする。） 

 別表第６の１ 基本施設の表陸上競技場の項団体の目摘要の欄を次のように

改める。 

夜間時間以外におけ

る１０人以上の利用

について適用する。 

 

 

 別表第６の１ 基本施設の表中備考２を備考３とし、備考１の次に次の備考

を加える。 

  ２ 個人が陸上競技場を夜間時間に使用する場合は、１回につき１５０円

を加算する。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


